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第４次美里町行政改革大綱 

 

～ はじめに ～ 

本町は、これまで平成１９年２月に美里町行政改革大綱（以下「第１次大綱」という。）

を、平成２４年４月に第２次美里町行政改革大綱（以下「第２次大綱」という。）を、平

成２９年７月第３次行政改革大綱（以下「第３次大綱」という。）をそれぞれ策定し、以

下の７つの項目を柱とした行政改革を継続して推進してまいりました。 

（１）開かれた公正で透明性の高い行政システムの確立 

（２）財政の健全化 

（３）地方公営企業等の経営安定化 

（４）職員の意識改革及び定員の適正管理並びに人材育成の強化 

（５）協働システムの構築と推進 

（６）簡素で効率的な組織体制の確立 

（７）行政ニーズに対する迅速、的確な業務遂行の確立 

第３次大綱に盛り込まれた主要項目の取組については、第２次大綱から引き続き取り

組むものとした項目を含め、これまでの行政視点を見直し、様々な観点から事務事業の

在り方を検討し、方向性を決定するまでを行政改革の取組とし、行政改革を進めてきま

した。 

 

Ⅰ 基本理念 

 第４次美里町行政改革大綱（以下「本大綱」という。）の策定に当たっては、引き続き

「限られた資源（人、物、金、情報）を最大限活用し、持続可能な組織への転換を図るた

め、これまでの固定観念を払拭し、社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、簡素で効率的な

行政活動が行える組織への転換」を基本理念とします。 

 

Ⅱ 基本方針 

人口減少、少子高齢化、社会インフラの老朽化、グローバル化の進展、セキュリティリ

スクに対する安全確保など、社会構造の変化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大

など、地方自治体を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、また、国が策定した

「デジタル・ガバメント実行計画（令和２年１２月２５日内閣決定）」においては、地方

公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進による業務改革が求められています。本

町においては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済的な見通しや社会情勢や円

安に起因した物価高騰等、景気の先行きが不透明な状況下において、社会保障施策関係

経費などの支出が増加傾向にあり、財政状況はさらに厳しさを増しております。 

このような情勢の変化に対応するためには、従来の組織・業務体制及び業務手順等を

根本から見直していく必要があります。将来を見据えた政策の選択と優先度を重視し、
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職員一人ひとりが問題意識及び危機意識を持ち、目的・目標を明確にし、創意工夫して取

り組んでいくとともに、限られた財源、人材等の資源を重点的・効果的に配分し、その政

策の検証と進行管理に努めていかなければなりません。 

これからの行財政運営は、資源が限られていることを意識し、将来を見据えた上で、利

用者目線の改革を進めていくことが必要です。時代の求めに柔軟に対応するとともに、

業務の有効性及び効率性、資産の保全、法令遵守などを柱とした内部統制による組織マ

ネジメントを継続し、個々の職員の資質向上に努め、組織全体の質を向上させていかな

ければなりません。 

以上を踏まえ、第４次美里町行政改革大綱の策定にあっては、「利用者中心の行政サー

ビス改革」を基本とし、政策立案手法の見直しと行政のデジタル化を念頭とした組織・業

務改革について、全庁・全職員が一丸となって取り組んでまいります。 

 

Ⅲ 計画期間 

  第１次大綱、第２次大綱及び第３次大綱では、５年間の計画期間を設定し、毎年度

実施計画の見直しを行いながら各項目に取り組んでまいりました。本大綱においては、

国のデジタル・ガバメント実行計画の計画期限を含む令和８年度までの５年間を計画

期間とします。 

 

Ⅳ 実施方法 

１ 実施計画の作成 

本大綱には取組項目を示しますが、町長を本部長とする美里町行政改革推進本部に

おいて、具体的に取り組むものを実施計画として定めて、一つひとつが目に見える成果

を確実に出せるよう取り組んでいくこととします。 

 

２ 取組成果の検証 

毎年度、１年間の取組の成果を検証します。 

 

３ 実施計画及び成果の公表 

実施状況並びに成果について、町の公式ホームページ、行政情報コーナー等を利用し

て、毎年度、公表します。 

 

Ⅴ 取組の主要項目 

１ ＥＢＰＭ（Evidence Based Policy Making=根拠に基づく政策立案）の推進 

利用者の行動様式を踏まえたサービス提供の在り方について、その効果の測定に重

要な関係を持つ情報や統計等のデータを活用した検討を行い、利用者にとっての価値

や便益を創出することを念頭に置いた取組を進めます。また、既存サービスを含めた行

政サービスについても同様に、行政の視点だけではなく、利用者の視点に立って、何が
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必要なのかを考え、統計等のデータを活用しながら実態を十分に把握し、利用者が利用

しやすいサービスを提供します。 

（１）データに基づく政策立案 

（２）実施効果を分析した事業の見直し 

 

２ ＢＰＲ（Business Process Re-Engineering=業務改革）の推進 

町を取り巻く環境は日々急速に変化し、解決すべき課題は多く、自治体デジタル・ト

ランスフォーメーション推進計画（総務省 令和４年９月）の基、根本的な業務プロセ

スの見直しによる効率的かつ効果的な業務フローの整備を進め、行政コストの削減を

図ります。 

（１）行政手続のオンライン化 

（２）情報システムの標準化 

（３）セキュリティ対策の徹底 

（４）情報セキュリティ、ＩＴ人材の確保・育成 

 

３ 効率的な業務委託の検証 

委託化基本方針に基づき実施した業務委託について、社会経済情勢の変化に伴う新

たなニーズに対応するため、その取組みを見直し、行政、住民、非営利組織、民間事業

者等との連携について、それぞれの役割を認識しながら、委託化により期待される効果

を最大限活かせるよう、検証し改善します。 

 （１）指定管理者制度導入施設の検証 

 （２）業務委託の検証 

 （３）新たな委託化の検討 

 

 ４ その他の取組み 

   本大綱の計画期間において、行政改革として、全庁的な取り組みを必要とする課題

が生じた場合、随時、課題解決に取り組みます。 
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実施計画と指標 

１ ＥＢＰＭの推進 

（１）データに基づく政策立案 

   各年度町単独事業における新規政策立案時のＥＢＰＭによる事業検証を行う体制の

導入。 

   指標① 事業検証体制の導入進捗状況【目標：令和５年度末完了】 

   指標② 実施割合＝ＥＢＰＭ検証事業／年度別新規事業【目標：各年度１００％】 

（２）実施効果を分析した事業の見直し 

   現在実施している町独自業務について、定期的にＥＢＰＭによる事業検証を行う体

制の導入。 

   指標① 事業検証体制の整備進捗状況【目標：令和５年度末】 

   指標② 実施割合＝ＥＢＰＭ検証事業／年度別検証対象事業【目標：各年度１００％】 

 

２ ＢＰＲの推進 

（１）行政手続のオンライン化 

① オンライン申請の拡大 

 指標① 進捗割合＝オンライン申請対応手続／申請対象手続【目標：令和９年度末

１００％】 

     うち、優先 27 手続【令和４年度完了】 

      ●子育て関係（15 手続） 

1)児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、2)児童手

当等の額の改定の請求及び届出、3)氏名変更／住所変更等の届出、4)受給

事由消滅の届出、5)未支払の児童手当等の請求、6)児童手当等に係る寄附

の申出、7)児童手当に係る寄附変更等の申出、8)受給資格者の申出による

学校給食費等の徴収等の申出、9)受給資格者の申出による学校給食費等の

徴収等の変更等の申出、10)児童手当等の現況届、11)支給認定の申請、12)

保育施設等の利用申込、13)保育施設等の現況届、14)児童扶養手当の現況

届の事前送信、15)妊娠の届出 

      ●介護関係（11 手続） 

       1)要介護・要支援認定の申請、2)要介護・要支援更新認定の申請、3)要介

護・要支援状態区分変更認定の申請、4)居住（介護予防）サービス計画作

成（変更）依頼の届出、5)介護保険負担割合証の再交付申請、6)被保険者

証の再交付申請、7)高額介護（予防）サービス費の支給支援、8)介護保険

負担限度額認定申請、9)居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請、

10)居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請、11)住所移転後の要介護・

要支援認定申請 

      ●被災者支援関係（１手続） 

       1)罹災証明書の発行申請 

     オンライン申請又は申請様式の提供を検討する手続 

      〇押印を廃止した 776 申請手続きについて検証 

② オンライン決済の拡充 
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 指標① オンライン決済の導入進捗状況【目標：令和７年度末完了】 

（２）情報システムの標準化 

① 標準化システムの導入 

 指標① 進捗割合＝標準化システム導入数／標準化対象システム【目標：令和７年

度完了】 

  ●システム標準化対象業務（17 業務） 

   1)住民基本台帳、2)選挙人名簿管理、3)固定資産税、4)個人住民税、5)法人住

民税、6)軽自動車税、7)国民健康保険、8)国民年金、9)障害者福祉、10)後期

高齢者医療、11)介護保険、12)児童手当、13)生活保護、14)健康管理、15)就

学、16)児童扶養手当、17)子ども・子育て支援 

  〇その他システム標準化が行われる業務 

   1)戸籍情報システム（法務省） 

② 標準化システムの導入に伴う業務フローの見直し 

 指標① 業務フロー見直し進捗状況【目標：令和７年度完了】 

 指標② 業務マニュアル見直し進捗状況【目標：令和７年度完了】 

（３）セキュリティ対策の徹底 

  行政手続のオンライン化に伴い、強固なセキュリティシステムの構築と全ての場面

における堅実なセキュリティ対策の実施。 

  指標① データ漏えい、コンピューターウイルス感染件数【目標：各年度０件】 

（４）情報セキュリティ、ＩＴ人材の確保・育成 

   急激なデジタル化の推進に対応できる専門的な知識・見識を有する人材の確保及び

業務を担う職員の育成。 

   指標① デジタル化推進人材（推進体制）の確保【目標：令和８年度まで継続】 

   指標② デジタル化推進のための職員育成【目標：令和８年度まで継続】 

 

３ 効率的な業務委託の検証 

 （１）指定管理者制度導入施設の検証 

   契約更新に併せ、各施設における指定管理の在り方を検証し、単に横並びとするの

ではなく、施設の目的・実情に即した制度の運用と費用負担を検証。 

   指標① 各年度更新時に指定管理の在り方を検証【目標：令和８年度まで継続】 

 （２）業務委託の検証 

   限られた職員により「利用者中心の行政サービス改革」を展開するため、現在行っ

ている委託業務及び委託可能な業務について、包括委託も視野に改めて委託化を検

証するとともに、委託に伴い余剰となった職員の適正配置を検討。 

   指標① 職員優先配置業務（委託不可）の把握【目標：令和５年度】 

   指標② 委託可能業務の抽出【目標：令和５年度】 

   指標③ 既存委託業務の段階的包括委託導入を検討【目標：令和６年度】 

   指標④ 業務の標準化に伴う職員配置計画の見直し【目標：令和７年度】 

   指標⑤ 業務の委託化の検証【目標：令和７年度】 

 


